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京都府福祉のまちづくり条例 

前文 

 

私たちは、心身に障害があっても、高齢になっても、地域社会を

構成する一員として、安心して生活を営むことができ、自らの意思

で自由に移動でき、社会に参加することのできるまちに暮らし続け

たいと願っている。 

そうしたまちの創出には、施設や交通機関等の整備を進めるとと

もに、多様な人が互いを理解し、日常的に交流し得る地域社会づく

りを進めるという両面からの生活環境の整備が必要である。 

長寿社会を迎えた今日、このような生活環境の整備に当たって

は、障害者や高齢者が暮らしやすいまちはすべての府民にとっても

暮らしやすいまちであるという府民共通の認識の下に、取り組むこ

とが重要である。 

また、こうした取組を通して、京都が有する歴史、文化、学術等

の世界的な蓄積を、すべての人が共有し、享受し得る環境づくりを

進めることも京都の課題である。 

ここに、私たち京都府民は、互いの基本的人権を尊重し、福祉の

まちづくりの実現に向け、一体となって、不断の努力を傾けること

を決意して、この条例を制定する。 

 

 

 

 

 

 

 



 



はじめに 
 

「真の豊かさ」が問われ、「物質的な豊かさから精神的な豊かさへ」と言われる

ようになってすでに久しくなります。 

そのような豊かさのある社会とするためには、私たち誰もが持っている「心身

に障害があっても、高齢になっても、地域社会を構成する一員として、安心して

生活を営むことができ、自らの意思で自由に移動でき、社会に参加することので

きるまちに暮らし続けたい」という願いを現実のものとしなければなりません。 

 

京都府では、このようなまちをみんなで創り上げていくために、平成７年に「京

都府福祉のまちづくり条例」を制定し、多くの方が利用する施設等のバリアフリー

化の推進とともに、互いを理解し、共に支え合う「こころのバリアフリー」の推

進という両面から、福祉のまちづくりを進めてきました。 

平成１６年には、条例制定後の急速な少子・高齢社会の進展や障害者等の社会

参加意識の高まり、「交通バリアフリー法」の制定や「ハートビル法」の改正等を

背景として、条例改正を行いました。これにより、整備基準への適合が義務付け

られる対象を拡大するとともに、より幅広い利用者を想定して整備基準を充実強

化する等、一層のバリアフリー化を進めていくこととしています。 

なお、平成１８年には、「交通バリアフリー法」及び「ハートビル法」を一本化

し、各法を補完する形で「バリアフリー法」が制定されたことにより、所要の条

例改正を行い、平成３０年には、既存建築物を活用した施設の増加など、条例制

定時からの社会経済情勢の変化を踏まえ、整備基準への適合が困難な事由につい

て、本条例に基づく協議の公正の確保と透明性の向上を図り、実効ある京都府福

祉のまちづくり条例にするため、所要の条例改正を行っています。 

また、令和６年には便所、劇場等の客席及び駐車場のバリアフリー化を促進す

るためのバリアフリー法施行令の改正に伴い、所要の条例改正を行っています。 

このマニュアルは、条例に基づく整備基準と整備誘導基準の図解のほか、さら

に整備が望まれる事項や施設整備の際の参考となる事項を示すものです。 

もとより整備基準は、条例における性質上、最低限の水準と位置づけるべきも

のであり、その図解を中心とするこのマニュアルに沿って整備すればそれで充分

というわけではありません。マニュアルを参考に、常に利用者の立場に立って、

よりよい環境整備が図られることを願っております。 

 

福祉のまちづくりは、府、市町村、事業者及び府民の皆様がそれぞれの責務を

自覚しつつ、連携して取り組んでいく必要があります。行政関係者や事業者、設

計者の方々をはじめ広く府民の皆様一人ひとりが福祉のまちづくりに対する理解

を深め、それぞれの立場で取り組みを進めていただく際に、このマニュアルがそ

の一助となれば幸いです。 
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Ⅰ 福祉のまちづくり 

条例について 

 



 2 

１ 条例の概要 
 

【前文】 

条例の理念を明らかにし、制定の決意を宣言 

 

【定義】（第１章） 

まちづくり施設 多数の人が利用する建築物、道路、公園及び駐車場 
(第１条) 

事業者 まちづくり施設の設置者又は管理者 

 

【各主体の責務】（第１章） 

府の責務 福祉のまちづくりに関する施策を総合的に実施 (第２条) 

市町村の責務 地域の実情に即した福祉のまちづくりに関する施策を実施 (第３条) 

事業者の責務 

・自ら設置又は管理するまちづくり施設を、全ての人が安全かつ快適

に利用できるようにする。 

・府や市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力 

(第４条) 

府民の責務 
福祉のまちづくりについての理解を深め、共に生き、共に支え合う社

会連帯の心を持って、その推進に協力 
(第５条) 

 

【福祉のまちづくりに関する施策の推進】（第２章） 

基本方針 

・全ての府民が地域社会の一員として共に生き、共に支え合う意識の

高揚 

・全ての府民が安心して快適に暮らせる社会生活の場の整備 

・全ての府民が自らの意思で自由に移動できる条件の整備 

(第６条) 

府の施策 

・広報及び情報の提供 

・学習機会の充実 

・人材の育成 

・まちづくり施設の着実な整備の促進 

・歴史的文化財に全ての人が共に接することのできるような環境整備

の促進 

・調査及び研究 

・市町村、事業者及び府民と密接に連携して推進体制を整備 

・必要な財政上の措置を講じるよう努める。 

(第７条) 

(第８条) 

(第８条の２) 

(第９条) 

(第 10条) 

 

(第 11条) 

(第 12条) 

(第 13条) 

 

【まちづくり施設の整備】（第３章） 

努力義務 

事業者は、次のことに努めなければならない。 

・まちづくり施設の整備基準への適合 

・一定の用途、規模のまちづくり施設の整備誘導基準への適合 

※ 整備基準及び整備誘導基準の具体的な内容、小規模な施設等に対する 

配慮については、規則で規定 

(第 14条) 

維持保全等 

・事業者は、整備基準に適合させた部分の機能維持に努めなければな

らない。 

・事業者は、整備基準に適合させるまでの間、全ての人が安全に利用

できるよう配慮しなければならない。 

・何人も、利用を妨げる行為をしてはならない。 

(第 15条) 

適合証 
知事は、整備基準に適合するまちづくり施設に対して、請求に基づき

整備基準適合証を交付 
(第 16条) 
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【特定まちづくり施設の整備】（第４章） 

特定まちづくり

施設 

まちづくり施設のうち、全ての人が社会生活を営む上でより重要と認

められる施設 

(第 17条) 

(別表第２) 

設置時の義務 

・事業者は、特定まちづくり施設を設置しようとするときは、整備基

準に適合させなければならない。ただし、地形又は敷地の状況等の

やむを得ない事由により、当該整備基準に適合させることが困難で

ある場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。 

・ただし書の規定の適用を受けた事業者は、当該特定まちづくり施設

を、障害者や高齢者をはじめ全ての人が安全かつ円滑に利用するこ

とができるよう配慮しなければならない。 

・事業者は、工事着手前にその計画を知事に協議し（計画変更時も同

様）しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りで

ない。 

 ①第６章の規定の適用を受ける建築又は用途の変更を行う建築物

に該当する特定まちづくり施設の、当該工事に係る建築又は用途

の変更について、建築確認等※１を要する場合（旅客施設を除く） 

②応急仮設建築物等※２の設置の工事を行う場合 

・事業者は、前項の協議に係る設置の工事が完了時にその旨を届け出

なければならない。 

(第 18条) 

 

 

 

 

 

 

(第 19条) 

 

 

 

実効性の確保 

・必要な報告の要求、職員による立入調査 

・事業者が協議を行わずに工事に着手したとき（応急仮設建築物等の

場合を除く。）又は協議の内容と異なる工事を行ったと認めるとき

は、必要な措置をとるべきことを勧告 

・正当な理由なく勧告に従わないときは、その旨を公表 

(第 20条) 

(第 21条) 

 

(第 22条) 

既存施設 
・事業者は、整備状況の自主的な調査、把握に努める。 

・知事は、必要に応じ調査報告を求め、必要な要請又は助言を実施 
(第 23条) 

国等の特例 

国、市町村又は規則で定める者は、事前に計画について通知。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。 

 ①第６章の規定の適用を受ける建築又は用途の変更を行う建築物

に該当する特定まちづくり施設の、当該工事に係る建築又は用途

の変更について、建築確認等※１を要する場合（旅客施設を除く） 

②応急仮設建築物等※２の設置の工事を行う場合 

(第 24条) 

 
※１ 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第６条第１項（同法第 87 条第１項において準用する場合を含む。）の

規定による確認又は同法第 18 条第２項（同法第 87 条第１項において準用する場合を含む。）の規定による通
知を要する特定まちづくり施設 

 
※２ 建築基準法第 85 条第１項本文の規定の適用を受ける修繕若しくは建築を行う建築物、同条第２項本文の規定の

適用を受ける建築を行う建築物又は同法第87条の３第１項本文の規定の適用を受ける用途の変更を行う建築物
に該当する特定まちづくり施設 

 
【バリアフリー法※ に基づく制限の付加】（第６章） ※高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

用途の追加 特別特定建築物に追加する特定建築物を規定 (第 61条) 

規模の引き下げ 
建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない建築の規模を

引き下げ 
(第 62条) 



 4 

基準の付加 建築物移動等円滑化基準に付加する事項を規定 
(第 63条 

～第72条) 

制限の緩和 
・基準によることなく円滑に利用できると認めるとき 

・建築物又は敷地の状況、利用の目的上やむを得ないと認めるとき 
(第 73条) 

【車両等及び住宅の整備】（第７章） 

車両等 
所有者又は管理者は、全ての人が安全かつ快適に利用できるよう環境

整備に努めなければならない。 
(第 74条) 

個人住宅 

・全ての府民は、居住する住宅について、安心して快適に暮らせるよ

うな環境づくりに心がける。 

・住宅供給事業者は、安全かつ快適に利用できるよう整備された住宅

の供給に努めなければならない。 

(第 7５条) 

 
【適用除外】（第８章） 

適用除外 

 
「市町村がまちづくり施設（前号に掲げるまちづくり施設を除く。）

の整備に関する条例を制定した場合において、当該条例の規定で、第

４章又は第６章の規定と同等以上の効果を有するものとして規則で

定めるものが適用されるまちづくり施設」の整備については、「当該

条例の規定に相当する規則で定める規定」は適用しない。 
※ 具体的には、規則で定めるところにより、京都市域の建築物について 
は、府条例の第４章及び第６章の規定は適用されず、「京都市建築物等の 
バリアフリーの促進に関する条例」の規定によることになる。 

(第 76 条(2)) 
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２ 特定まちづくり施設一覧 
 

用   途 

規 模 ※１ 

 

うち、バリアフリー法に

基づく制限付加部分(条

例第６章)の規定の適用

対象となる建築の規模 

１ 

建
築
物 

(1) 学校 

公立小学校等（小学校、中学校、

義務教育学校若しくは中等教育

学校（前期課程に係るものに限

る。）で公立のもの）又は特別支

援学校 

全て 1,000㎡以上 

上記以外のもの 全て 2,000㎡以上※２ 

(2) 病院又は診療所 全て 1,000㎡以上 

(3) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 全て 1,000㎡以上 

(4) 集会場又は公会堂 全て 1,000㎡以上 

(5) 展示場 全て 1,000㎡以上 

(6) 卸売市場又は百

貨店、マーケット

その他の物品販売

業を営む店舗 

卸売市場 全て － 

コンビニエンスストア、薬局若し

くはドラッグストア又はスーパ

ーマーケット 

全て 1,000㎡以上 

上記以外のもの 200㎡以上 1,000㎡以上 

(7) ホテル又は旅館 全て 1,000㎡以上 

(8) 事務所 

保健所、税務署その他不特定かつ

多数の者が利用する官公署 
全て 1,000㎡以上 

上記以外のもの 2,000㎡以上 3,000㎡以上※２ 

(9) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 
2,000㎡以上 

又は50戸以上 
3,000㎡以上※２ 

(10) 老人ホーム、保 

育所、福祉ホーム

その他これらに類

するもの 

老人ホーム、福祉ホームその他こ

れらに類するもの（主として高齢

者、障害者等が利用するものに限

る。） 

全て 1,000㎡以上 

上記以外のもの 全て 2,000㎡以上※２ 

(11) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福

祉センターその他これらに類するもの 
全て 1,000㎡以上 

(12) 体育館、水泳

場、ボーリング場

その他これらに類

する運動施設又は

遊技場 

体育館（一般公共の用に供するも

のに限る。）、水泳場（一般公共

の用に供するものに限る。）若し

くはボーリング場又は遊技場 

全て 2,000㎡以上 

上記以外のもの 全て － 

(13) 博物館、美術館又は図書館 全て 1,000㎡以上 

(14) 公衆浴場 全て 1,000㎡以上 

(15) 飲食店又はキ

ャバレー、料理店、

ナイトクラブ、ダ

ンスホールその他

これらに類するも

の 

飲食店 200㎡以上 1,000㎡以上 

上記以外のもの 200㎡以上 － 
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１ 

建
築
物 

(16) 理髪店、クリー

ニング取次店、質

屋、貸衣装屋、銀

行その他これらに

類するサービス業

を営む店舗 

郵便局、銀行その他の金融機関の

店舗、理髪店、美容院又は電気事

業・ガス事業・電気通信事業に係

る営業所 

全て 1,000㎡以上 

上記以外のもの 200㎡以上 1,000㎡以上 

(17) 自動車教習所

又は学習塾、華道

教室、囲碁教室そ

の他これらに類す

るもの 

自動車教習所又は学習塾 500㎡以上 2,000㎡以上※２ 

上記以外のもの 500㎡以上 － 

(18) 工場 3,000㎡以上 － 

(19) バリアフリー

法第２条第６号に

規定する旅客施設 

車両の停車場又は船舶若しくは

航空機の発着場を構成する建築

物で旅客の乗降又は待合いの用

に供するもの 

全て 1,000㎡以上 

上記以外のもの 全て  

(20) 自動車の停留

又は駐車のための

施設 

一般公共の用に供するもの 50台以上 2,000㎡以上 

上記以外のもの 50台以上 － 

(21) 公衆便所 全て 50㎡以上 

(22) 公共用歩廊 全て 2,000㎡以上 

(23) 火葬場 全て  

(24) 神社、寺院又は教会 500㎡以上  

(25) 消防法第８条の２第１項に規定する地下街 全て  

２ 

道
路 

 道路法第２条第１項に規定する道路（専ら自動車の交

通の用に供するものを除く。） 
全て  

３ 
公
園 

(1) 都市公園法第２条第１項に規定する都市公園    全て  

(2) 遊園地、動物園又は植物園（(1)に規定する都市公

園に設けられる公園施設であるものを除く。） 
全て  

４ 

駐
車
場 

 駐車場法第12条の規定による届出をしなければなら

ない路外駐車場（機械式のもの及び１の項の(20)の施

設、２の項の道路又は３の項の(1)に規定する都市公園

に設けられる公園施設であるものを除く。） 

50台以上  

 
※１ 床面積の合計を言い、増築、改築、用途変更、大規模の修繕又は大規模の模様替の場合にあって

は、当該増築等に係る部分の床面積の合計を言います（条例第６章の適用については、大規模の修
繕又は大規模の模様替え場合は除かれます）。 

 
＜複合用途の場合＞ 

①１の項の(3)、(5)から(7)まで、(12)及び(14)から(16)までに掲げる用途が複合する建築物の場合は、全体の
規模が1,000㎡以上であれば、単独では上表「規模」の欄の左欄に掲げる規模に満たない用途の部分も特定ま
ちづくり施設に含まれます。 

②上表「規模」の欄の右欄に掲げる規模に満たない特別特定建築物の建築であっても、同一敷地内に建築をする
他の特別特定建築物の床面積との合計が2,000㎡以上の場合は、条例第６章の適用対象となります。ただし、
(８)事務所（官公署を除く）、(９)共同住宅、寄宿舎又は下宿は床面積の合算の対象外となります。 
なお、条例第６章の適用対象建築物は、用途ごとの規模にかかわらず、小規模な施設に対する整備基準の特例
（条例施行規則第３条）の対象外となります。 

 ③テナントは、同時に工事する対象用途の床面積の総合計が上表「規模」の欄に掲げる規模を満たす場合、特定
まちづくり施設に該当します。 

 ④整備誘導基準については、当該用途のみの床面積で判断されます。 
 

※２ 条例第61条により特別特定建築物に追加した特定建築物を示します。 
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３ 規則の概要 
 

【整備基準】（第２条） 

まちづくり施設の区分に応じた整備基準の適用関係は次のとおりです。 

 

(1) 建築物    
 

① バリアフリー法に基づ

く制限付加部分(条例第 6

章)の規定の適用を受ける

建築物（旅客施設を除く。） 

 

 
建築物移動等円滑化基準 建築基準 

関係規定 

（建築確認に

おける審査

対象法令） 

 

 

「Ⅱ 基準と解説」

編の 

「１ 建築物」参照 

・バリアフリー法の建築物移動等 

 円滑化基準 

  (同法施行令第11条～第24条) 

・条例で付加した基準 

  (条例第 63 条～第 72 条) 

    

② ①以外の建築物 

（旅客施設を除く。） 

 規則別表第１の１  

  

    

③ 旅客施設  規則別表第１の２ 「２ 旅客施設」参照 

 ・バリアフリー法の旅客施設に係る

移動等円滑化基準に準拠 

・子育て支援に係る基準 

        

 

    

(2) 道路  規則別表第２ 「３ 道路」参照 

    

(3) 公園  規則別表第３ 「４ 公園」参照 

    

(4) 駐車場  規則別表第４ 「５ 駐車場」参照 

 

※規則別表第１から別表第４の整備基準と同等以上の効果があると知事が認める場合、当該整備基準と異

なる設備、装置、機器等の整備を整備基準とする。（第 2 条第 2 項） 

 

【小規模な施設に係る基準の特例】（第３条） 

 

一定の用途で延べ面積

500㎡未満の建築物につい

ては、緩和基準によることも

可能です。 

 規則別表第５ 「７ 小規模な施設に係 

 ・便所、廊下等、昇降機、視覚障害 

者誘導用ブロックについて、一定

の場合に緩和 

る基準の特例」参照 

 

【整備誘導基準】（第４条） 

 

一定の用途、規模の特定ま

ちづくり施設については、整

備誘導基準に適合させるよう

努めなければなりません。 

 規則別表第６ 「６ 整備誘導基準」参照 

 ・授乳場所、避難口誘導灯、集団補

聴設備に係る基準  

 



 

116 

  

 

 

 

 

 



 

 
Ⅱ 基準と解説 
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「基準と解説」編の見方 

 

【ページ構成】 

  「基準と解説」編は、基本的に、見開きで下図のような構成になっています。左側のページに基準

とその解説を記述し、右側のページに基準の図解となる整備例を示しています。 

 

【各部分】 

①整備項目等：整備箇所や整備すべき設備を示しており、規則の各別表における整備項目に対応して

います ※。 

※ 「１ 建築物」の「11 標識」から「14 増築等の場合の適用範囲」及び「７ 小規模な施設に係る基準の特例」を除く。 

②基本的な考え方：当該整備項目等について、整備の基本方針となるべき考え方を示しています。 

③整備基準等：以下の３つを記述しています。 

 ・整備基準：規則に定める整備基準です。当該整備項目等の部分の条文を抜粋しています。 

 ・整備誘導基準：規則に定める整備誘導基準です。同様に条文を抜粋しています。 

 ・整備が望ましい項目：整備基準や整備誘導基準を満たした上で、さらに整備されることが望まし

い内容を示すものです。 

④解説：整備基準等のより具体的な内容や考え方、根拠等を解説しています。 

⑤整備例：整備基準等を、その内容に沿って整備したイメージにより図解するものです。 

     （一部常用漢字がひらがな表記になっています。ご了承ください。）  

①整備項目等 

②基本的な考え方 

③整備基準等 
④解説 

⑤整備例 
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【基本的な考え方】 

・利用者が安全に通行できるよう、滑りにくい仕上げ、段差の解消、幅の確保、壁面に突出物等を

設けないといった点を考慮します。 

・利用者が容易に目的の場所に到達できるよう、また、非常時に避難しやすいよう、分かりやすい

動線計画とします。 
 

整備基準  解説 

※ ここでは、全ての廊下等が満たすべき共通基準を定めています。一定の経路を構成する廊下等について

は、p.44（「７ 全ての人が利用しやすい経路」）も参照してください。 

  

下
記
以
外
の
建
築
物 

多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものとすること。  

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ・p.140（「床（路面）仕上げの考え

方」）参照 

イ 階段の上端に近接する廊下等の部分（不特定かつ多数の

者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限

る。）には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、主と

して自動車の駐車の用に供する施設については、この限り

でない。 

 

  

  

条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞  

第十一条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければな

らない。 

・公立小学校等及び条例第 61条で追

加した特定建築物に対しては、「多

数の者が利用する廊下等」と読み

替えて適用されます。（バリアフリ

ー法施行令第 23条、第 24条） 

一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ・p.140（「床（路面）仕上げの考え

方」）参照 

二 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するもの

に限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の

者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限

る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を

行うために、点状ブロック等(床面に敷設されるブロックそ

の他これに類するものであって、点状の突起が設けられて

おり、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差

が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同

じ。)を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障が

ないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りで

ない。 

・「国土交通大臣が定める場合」とは、

階段又は傾斜路の上端に近接する

廊下等の部分が次のいずれかに該

当する場合を言います。（平成 18

年国土交通省告示第 1497号第一） 

①勾配が 1/20 を超えない傾斜が

ある部分の上端に近接するもの 

②高さが 16㎝を超えず、かつ、勾

配が 1/12 を超えない傾斜があ

る部分の上端に近接するもの 

③主として自動車の駐車の用に供

する施設に設けるもの 

 

 

整備が望ましい項目  解説 

・壁面には、原則として突出物を設けないこと。  

・柱や曲がり角の出隅は、隅切り又は面取りを行うこと。 ・見通しを確保して出会い頭の衝突

を防止します。また、車椅子使用

者が角を曲がりやすくなります。 

・障害者や高齢者の利用が多い施設では、手すりを設けること。 ・両側に、できるだけ連続して設け

ます。  

１ 廊下等 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

 

（傾斜路の幅に合わせて敷設する） 

（段の幅に合わせて敷設する） 
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【基本的な考え方】 

・階段は、転落や転倒の事故の危険性が高い場所であることから、手すりや滑り止めの設置、段の識

別しやすさの確保等、安全対策を重視します。 

・階段は、移動の負担の最も大きい箇所であることから、踏面や蹴上寸法への配慮、幅や踊場の確保

等、上りやすい形状とし、負担の軽減を図ります。 

整備基準  解説 

 

下
記
以
外
の
建
築
物 

多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとすること。 

 ア 手すりを設けること。 

 

  イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ・p.140（「床（路面）仕上げの考え

方」）参照 

  ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きい

こと等により段を容易に識別することができるものとする

こと。 

 

  エ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造

とすること。 

・蹴込み板がない、蹴込み寸法が大

きい、段鼻が突き出ている等の階

段は、つまずきやすく危険です。 

オ 段がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ

多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するも

のに限る。）には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、

主として自動車の駐車の用に供する施設については、この

限りでない。 

 

カ 主たる階段は、回り階段でないこと。 ・回り階段は、踏みはずすおそれが

あり危険です。また、視覚障害者

にとっては方向感覚を失いやすい

ものです。 

  

 

条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞  

第十二条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければなら

ない。 

・公立小学校等及び条例第 61条で追

加した特定建築物に対しては、「多

数の者が利用する階段」と読み替

えて適用されます。（バリアフリー

法施行令第 23条、第 24条） 

一 踊場を除き、手すりを設けること。 ・条例により、踊場にも手すりが必

要です。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ・p.140（「床（路面）仕上げの考え

方」）参照 

三 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩

度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとす

ること。 

 

 

四 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設

けない構造とすること。 

・蹴込み板がない、蹴込み寸法が大

きい、段鼻が突き出ている等の階

段は、つまずきやすく危険です。 

 

２ 階段 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

（階段幅に合わせて敷設する） 
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条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

五 段がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ

多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するも

のに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行うために、点

状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用

上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、こ

の限りでない。 

・条例により、点状ブロック等の敷

設が必要な踊場の部分を別途定め

ています。 

・「国土交通大臣が定める場合」とは、

次のいずれかに該当する場合を言

います。（平成 18 年国土交通省告

示第 1497号第二） 

①段がある部分の上端に近接する踊

場の部分が主として自動車の駐車

の用に供する施設に設けるもの 

②段がある部分と連続して手すりを

設けるもの 
 

六 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段

以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるとき

は、この限りでない。 

・条例により、全ての場合で回り階

段でないことを求めています。 

＜条例＞  

第64条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければなら

ない。 

(１) 踊場に手すりを設けること。 

・公立小学校等及び条例第 61条で追

加した特定建築物に対しては、「多

数の者が利用する階段」と読み替

えて適用されます。（条例第 72条） 

(２) 段がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定か

つ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する

ものに限る。）で知事が別に定めるものには、点状ブロック

等（令第11条第２号に規定する点状ブロック等をいう。以

下同じ。）を敷設すること。 

・「知事が別に定める」踊場の部分と

は、段がある部分と連続して手す

りを設けるものを言います。ただ

し、主として自動車の駐車の用に

供する施設に設けるものを除きま

す。（平成 16 年京都府告示第 569

号） 

(３) 主たる階段は、回り階段でないこと。 ・回り階段は、踏みはずすおそれが

あり危険です。また、視覚障害者

にとっては方向感覚を失いやすい

ものです。 

 

 

整備が望ましい項目  解説 

・手すりは、段の上端及び下端では、45㎝以上水平に延長すること。 ・段から水平な所に踏み出す部分で

はつまずきやすいので、手すりを

水平に延長し、体を支えられるよ

うにします。 

・手すりの端部は下方又は壁側に折り曲げること。 ・服の袖口の引っ掛かり防止や衝突

時の安全を考慮した納まりとしま

す。 

・手すりの端部付近には、現在位置及び行き先の階を点字により表

示すること。 

 

・手すり子形式とする場合、その基部を５㎝以上立ち上げること。 ・杖先の脱落を防止するためのもの

です。 

・手すりは両側に設置すること。  

・段の下端に近接する廊下等及び踊場の部分にも、点状ブロック等

を敷設すること。 

 

・蹴上げ、踏面は次の計算式を満たす寸法とすること。 

  55㎝≦Ｔ＋２Ｒ≦65㎝（Ｔ：踏面、Ｒ：蹴上げ） 

・一般に、蹴上げ 16㎝程度以下、踏

面 30㎝程度以上が望ましいとされ

ます。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 
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【基本的な考え方】 

・廊下や通路には段差を設けないことが基本ですが、やむを得ず段差が生じる場合には、傾斜路を設

置します。設置にあたっては、勾配への配慮、幅の確保、手すりや踊場の設置等、無理なく安全に

上り下りできるものにするとともに、誰もが利用しやすい動線上に配置するようにします。 
 

整備基準  解説 

※ ここでは、全ての傾斜路が満たすべき共通基準を定めています。一定の経路を構成する傾斜路について

は、p.46（「７ 全ての人が利用しやすい経路」）も参照してください。 

 

下
記
以
外
の
建
築
物 

多数の者が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併

設するものに限る。）は、次に掲げるものとすること。 

  ア 勾配が 12 分の１を超え、又は高さが 16 センチメート

ルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

 

  イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

・p.140（「床（路面）仕上げの考え方」）

参照 

  ウ その前後の廊下等との色の明度の差が大きいこと等に

よりその存在を容易に識別することができるものとする

こと。 

 

  

  

条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞ 

第十三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢

者、障害者等が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこれ

に併設するものに限る。）は、次に掲げるものでなければな

らない。 

一 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメー

トルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

 
・公立小学校等及び条例第 61 条で追加

した特定建築物に対しては、「多数の

者が利用する傾斜路」と読み替えて適

用されます。（バリアフリー法施行令

第 23条、第 24条） 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

・p.140（「床（路面）仕上げの考え方」）

参照 

三 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が

大きいことによりその存在を容易に識別できるものとす

ること。 

 

四 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定

かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用

するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行うた

めに、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障

害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定め

る場合は、この限りでない。 

・「国土交通大臣が定める場合」とは、

傾斜がある部分の上端に近接する踊

場の部分が次のいずれかに該当する

場合又は傾斜がある部分と連続して

手すりを設ける場合を言います。（平

成 18年国土交通省告示第 1497号） 

①勾配が 1/20を超えない傾斜がある

部分の上端に近接するもの 

②高さが 16㎝を超えず、かつ、勾配

が 1/12を超えない傾斜がある部分

の上端に近接するもの 

③主として自動車の駐車の用に供す

る施設に設けるもの 

 

 

整備が望ましい項目  解説 

・手すりについて、階段の手すりと同様の措置を講じること。 ・p.14（「２ 階段」の「整備が望ましい

項目」）参照  

３ 傾斜路 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 
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【基本的な考え方】 

・誰にとっても、外出時に便所が利用できるかどうかは切実な問題です。したがって、障害者や高齢

者等の社会参加を促進する上で、誰もが利用しやすい便所を整備することが重要です。 

・多様な利用者、利用形態を考慮して、多機能であるよう整備するとともに、複数の便所を設ける場

合には、様々なヴァリエーションを持たせるよう工夫します。 
 

整備基準  解説 

  

下
記
以
外
の
建
築
物 

(1) 多数の者が利用する便所を設ける場合には、その床の表面は、

滑りにくい材料で仕上げること。 

・p.140（「床（路面）仕上げの考

え方」）参照 

(2) (1)に定める便所のうち１以上は、次に掲げるものとするこ

と。 

  ア 次に定める構造の車椅子使用者用便房を１以上（男子用及

び女子用の区別のある場合にあっては、それぞれ１以上）設

けること。 

    (ｱ) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

  (ｲ) 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保

されていること。 

(ｳ) 戸は、引き戸（構造上やむを得ない場合にあっては、外

開き戸）とすること。 

  イ 車椅子使用者用便房が設けられている便所の出入口又はそ

の付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 

  ウ 車椅子使用者用便房が設けられている便所の洗面器又は手

洗器のうち１以上に、レバー式、光感知式その他の操作が容

易な方式による水栓を設けること。 

 

(3) 多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合に

は、そのうち１以上に、手すりを配置した床置式の小便器、壁

掛式の小便器（受け口の高さが 35センチメートル以下のものに

限る。）その他これらに類する小便器を１以上設けること。 

・「その他これらに類する小便器」

とは、床置式男子用小便器と同

様に、杖使用者等が円滑に利用

することが可能な床置式に類す

る小便器を言います。 

(4) 条例別表第２の１の項の(12)に掲げる用途に供する建築物

（体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、水泳場（一

般公共の用に供されるものに限る。）又はボーリング場その他こ

れらに類する運動施設に限る。）で用途面積が 1,000平方メート

ル以上のものに、多数の者が利用する便所を設ける場合には、

そのうち１以上は、次に掲げるものとすること。 

 

ア 乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を１以上

（男子用及び女子用の区別のある場合にあっては、それぞれ

１以上）設け、かつ、当該便房及び当該便房が設けられてい

る便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲

示すること。 

・大人が用を足すときに、乳幼児

を座らせておくための設備で

す。 

イ 乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を１以上設

け、かつ、当該設備が設けられている便所の出入口又はその

付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。ただし、他

の場所に乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設

け、かつ、当該場所にその旨を表示した標識を掲示する場合

は、この限りでない。 

・男女ともに使えるよう、男女共

用の場所又は男子用、女子用そ

れぞれの場所に設置することが

望まれます。 

  
 

４ 便所 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

■車椅子使用者用便房の整備例 

 
 

※ 水洗ボタン、ペーパーホルダー、緊急通報ボタンの配置は、JIS S 0026（P21）によることが望ましい。（上図の配置は JISと異なる。） 

※車椅子が正面からアクセスする時 
にぶつからない配慮（寸法）が必要 

車椅子が回転できる空間(経150cm) 

車椅子がアクセスしやすいよう下部 
のくびれがおおきものとする 
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＜バリアフリー法施行令＞  

第十四条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する便所は、これらの者が当該便所を利用す

る上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基

準に従い、これらの者が利用する階（当該階においてこれら

の者が利用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の

事情を勘案して国土交通大臣が定める階を除く。）の階数に

相当する数（床面積が一万平方メートルを超える階がある場

合にあっては、当該数に当該階の床面積に応じて国土交通大

臣が定める数を加えた数）以上設けるものでなければならな

い。 

・公立小学校等及び条例第 61条で追

加した特定建築物に対しては、「多

数の者が利用する便所」と読み替

えて適用されます。（バリアフリー

法施行令第 24条、第 25条） 

・「国土交通大臣が定める配置の基

準」とは、特定の階に偏ることな

く設けることその他の不特定かつ

多数の者又は高齢者、障害者等が

不特定多数利用便所を利用する上

で支障がない位置に設けることを

いいます。（令和６年国土交通省告

示第 1074号第一） 

・「国土交通大臣が定める階」とは、

次のものをいいます。（令和６年国

土交通省告示第 1074号第二） 

①地上階で便所を設ける施設が同

一敷地内かつその階の出入口付

近（近接）にある階 

②不特定多数の者等が利用する部

分の床面積が著しく小さい階、

不特定多数の者等の滞在時間が

短い階、その他管理運営上やむ

を得ない階 

・令第 14条第１項に規定する「国土

交通大臣が定める数」は当分の間

定めないこととなっています。 

２ 前項の規定により便所を設ける階においては、当該便所の

うち一以上（当該階の床面積が一万平方メートルを超える場

合にあっては、当該床面積に応じて国土交通大臣が定める数

以上）に、車椅子使用者用便房（車椅子を使用している者（以

下「車椅子使用者」という。）が円滑に利用することができ

るものとして国土交通大臣が定める構造の便房をいう。以下

同じ。）を一以上（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女

子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下

この項において同じ。）設けなければならない。ただし、当

該階が直接地上へ通ずる出入口のある階（第十九条第一項第

一号及び第二項第五号イにおいて「地上階」という。）であ

り、かつ、車椅子使用者用便房を一以上設ける施設が同一敷

地内の当該出入口に近接する位置にある場合その他の車椅子

使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないもの

として国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

・令第 14条第２項に規定する「国土

交通大臣が定める数」とは、次の

ものをいいます。（令和６年国土交

通省告示第 1074号第三） 

①便所設置階の床面積が一万㎡を

超え、四万㎡以下の場合 二 

②便所設置階の床面積が四万㎡を

超える場合 当該床面積に相当

する階に二万分の一を乗じて得

た数（一未満の端数切り上げ） 

・「国土交通大臣が定める構造」とは、

次のものをいいます。（令和６年国

土交通省告示第 1074号第四） 

①腰掛便座、手すり等が適切に配

置されていること。 

②車椅子使用者が円滑に利用でき

るよう十分な空間が確保されて

いること。 

・「支障がないものとして国土交通大

臣が定める場合」とは、令和６年

国土交通省告示第 1074号第五に規

定する場合をいいます。 

 

３ 前項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便所

のうち一以上には、高齢者、障害者等が円滑に利用すること

ができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上（当該便房に

男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ

一以上）設けなければならない。 

・「水洗器具」とは、オストメイト（人

工肛門・人工膀胱造設者）対応の

設備を言います。 

４ 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便

所であって男子用小便器を設けるもののうち一以上には、床

置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが三十五セン

チメートル以下のものに限る。）その他これらに類する小便

器を一以上設けなければならない。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

 

 

多数の方が利用する公共性の高いトイレは、「どこのトイレに行っても設備の配置や操作方法が同じでわかりやすい」

という安心感を提供できるものでなくてはなりません。2007年に、大便器周りの操作系設備の共通ルールである「JIS S 

0026－公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」が定められました。 

この JIS に基づき、呼出し（緊急通報）ボタン、便器洗浄ボタン、紙巻器の３点は、上図のように配置することが望

まれます。 

便器の側方からアプローチし、移乗する場合、 
左図では車椅子が右手側に、右図では車椅子が 
左手側にくる 

●乳幼児用椅子 
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第二十条 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他

の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定め

るところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、

便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければな

らない。 

・「国土交通省令で定めるところ」と

は、次のとおりです。（国土交通省

令第 113号） 

①高齢者、障害者等の見やすい位

置に設けなければならない。 

②当該標識に表示すべき内容が容易

に識別できるもの(JIS Z8210 に定

められているときは、これに適合

するもの)でなければならない。 

＜条例＞  

第 65条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する便所は、その床の表面について、滑りに

くい材料で仕上げるものでなければならない。 

 

・公立小学校等及び条例第 61条で追

加した特定建築物に対しては、「多

数の者が利用する便所」と読み替

えて適用されます。（条例第 72条） 

・p.140（「床（路面）仕上げの考え

方」）参照 

２ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する便所に設ける車椅子使用者用便房（令第 14条

第２項本文に規定する車椅子使用者用便房をいう。以下この

条、第 70条第１項第２号及び第 71条第４号において同じ。）

は、次に掲げるものでなければならない。 

 

（１） 便房及び当該便房が設けられている便所の出入口の幅

は、85センチメートル以上とすること。 

（２） 便房の出入口の戸は、引き戸（構造上やむを得ない場

合にあっては、外開き戸）とし、車椅子使用者が容易に

開閉して通過することができる構造とすること。 

３ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する便所を設ける建築物には、その内部の幅又は

奥行きを180センチメートル以上とし、かつ、内のり面積を3.6

平方メートル以上とする車椅子使用者用便房を、車椅子使用

者が当該便所を利用する上で支障がないものとして知事が定

める配置の基準に従い、次の各号に掲げる区分に応じ当該各

号に掲げる数以上、設けなければならない。 

(1) 男子用の車椅子使用者用便房 当該車椅子使用者用便房

であって、令第14条第２項本文の規定により設けるもの又

はその設置が同項ただし書の規定の適用の要件とされるも

の（当該建築物内に設けるものに限る。）の総数 

(2) 女子用の車椅子使用者用便房 当該車椅子使用者用便房

であって、令第14条第２項本文の規定により設けるもの又

はその設置が同項ただし書の規定の適用の要件とされるも

の（当該建築物内に設けるものに限る。）の総数 

(3) その他の車椅子使用者用便房 当該車椅子使用者用便

房であって、令第14条第２項本文の規定により設けるもの

又はその設置が同項ただし書の規定の適用の要件とされ

るもの（当該建築物内に設けるものに限る。）の総数 

・車椅子で便房に出入りする際には、

やや斜めになる場合があるので、

80㎝より少し余裕を見て85㎝とし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

・知事が定める配置の基準とは、特

定の階に偏ることなく利用する上

で支障が生じない位置に設けるこ

とをいいます。（令和７年京都府告

示第 135号） 

４ 令第 14条第４項の規定により設ける床置式の小便器、壁掛

式の小便器（受け口の高さが 35 センチメートル以下のものに

限る。）その他これらに類する小便器のうち１以上には、手

すりを設けなければならない。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

■乳児用椅子の例 ■乳児用椅子を一般便房に設ける場合のレイアウト例 

 

■車椅子使用者用便房に乳幼児用

ベッドと乳幼児用椅子を設ける

場合のレイアウト例 
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５ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する便所で和式便器（腰掛便座が設けられていな

い便器をいう。以下同じ。）を設けた便房があるもののうち

１以上（男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、そ

れぞれ１以上）には、手すりを設けなければならない。 

６ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する便所で腰掛便座を設けた便房（車椅子使用者

用便房を除く。）があるもののうち１以上（男子用及び女子

用の区別がある場合にあっては、それぞれ１以上）には、手

すりを設けなければならない。 

７ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する便所で洗面器又は手洗器があるものの         

うち１以上（男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、

それぞれ１以上）には、レバー式、光感知式その他の操作が

容易な方式による水栓を設けなければならない。 

８ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が

利用する便所で和式便器を設けるもののうち１以上（男子用

及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ１以上）

には、足踏み部分に点状ブロック等を敷設しなければならな

い。男子用小便器及び洗面器又は手洗器の足踏み部分につい

ても、同様とする。 

９ 別表第２の１の項の(2)から(5)までに掲げる用途、同項の

(6)に掲げる用途（卸売市場を除く。）、同項の(8)のア、(13)

若しくは(14)に掲げる用途、同項の(15)に掲げる用途（飲食

店に限る。）若しくは同項の(16)に掲げる用途に供する建築

物（当該各用途に供する部分の床面積の合計が 1,000 平方メ

ートル以上のものに限る。）又は同項の(12)に掲げる用途（体

育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、水泳場（一

般公共の用に供されるものに限る。）及びボーリング場に限

る。）に供する建築物（当該用途に供する部分の床面積の合

計が 2,000 平方メートル以上のものに限る。）に設ける便所

で多数の者が利用するもののうち１以上（男子用及び女子用

の区別がある場合にあっては、それぞれ１以上）は、次に掲

げるものでなければならない。 

(1) 便所内に、乳幼児の保護者等が乳幼児とともに円滑に利

用することができる次に掲げる便房及び設備をそれぞれ１

以上設けること。ただし、イに掲げる設備にあっては、乳

幼児の保護者等が利用することができるものが当該建築物

に１以上設けられている場合（当該設備又はその付近に、

当該設備があることを表示する標識が設けられている場合

に限る。）は、この限りでない。 

ア 乳幼児を座らせておくことができる設備を設けた便房 

イ 乳幼児のおむつの交換をすることができる設備 

(2) 前号ア又はイの設備が設けられている便房及び便所の出

入口又はその付近に、当該設備があることを表示する標識

を設けること。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・大人が用を足すときに、乳幼児を

座らせておくための設備です。 

・男女ともに使えるよう、男女共用

の場所又は男子用、女子用それぞ

れの場所に設置することが望まれ

ます。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

◇車椅子使用者用便房を

男女共用で設ける例 

◇車椅子使用者用便房を 

男女それぞれ設ける例 

●乳幼児用椅子 

●乳幼児用椅子 
●乳幼児用椅子 



１ 建築物 

 26 

整備誘導基準  解説 

 ・p.122（「６ 整備誘導基準」の「１ 

便所」）参照 

整備が望ましい項目  解説 

・便所の出入口付近に男子用及び女子用の区別並びに便所の構造を

音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設け

ること。 

 

＜車椅子使用者用便房について＞ 

・点字案内板とする場合は、その手

前の床面に点状ブロック等を敷設

します。 

・他の便房のある便所と一体的に、又は隣接した位置に設けること。 

・戸の施錠装置は、操作しやすいものとし、緊急時には外部から解

錠できるものとすること。 

 
・指先での細かな操作が不要なもの

とします。 

・車椅子使用者が接近しやすいよう、

高さや袖壁の設置等について考慮

します。 

・荷物棚やフックを設けること。 ・車椅子使用者にも、立位でも使い

やすい高さを考慮します。 

・腰掛便座の背後に背もたれを設けること。 ・座位姿勢の保持が困難な場合や排

泄に時間がかかる場合に有効で

す。介助者が後ろから支える負担

の軽減にもなります。 

・洗浄装置は、靴べら式、光感知式その他の操作が容易な方式のも

のとすること。 

 

・洗浄装置及びペーパーホルダーは、便座及び車椅子上から利用し

やすい位置に設けること。 

・尿器やカテーテルを使用する利用

者は、便座に移乗せず、車椅子に

座ったまま排泄します。 

・便座から利用できる位置に手洗器を設けること。 ・便座に座ったままの状態で手洗器

を使用したい場合に有効です。 

・緊急通報装置を設けること。 ・便座及び車椅子上から操作できる

位置に設けます。 

・転倒時のために、低い位置にも設

けるか床面付近から紐等で操作で

きるようにします。 

・各階に１以上（男子用及び女子用の区別のある場合はそれぞれ１

以上）設けること。 

 

・複数の車椅子使用者用便房を設ける場合は、同じ型とせず、様々

なヴァリエーションのものとすること。 

・身体状況や利き腕の違いによって

便座への移乗動作をはじめ、利用

形態が様々です。 

・左右勝手の別に対応してレイアウ

トを反転させたり、１つの多機能

便房では様々な利用者に対応しき

れない場合には、設備の異なる多

機能便房を分散したりする工夫が

求められます。 

・便器については、一般の卵型形状

のものが汎用性はありますが、便

器に逆向きにまたがって利用する

場合や摘便を行う場合、後始末に

介助を要する場合等には、細長い

形状のものが有効です。 

・暖房便座については、知覚麻痺が

ある場合は、低温やけどをおこす

おそれがあることに留意します。 

・温水洗浄便座とする場合、操作盤

は、便器の横に付くと移乗動作の

妨げとなる場合があるため、壁面

に配置します。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

 

 

 

 出典：日本オストミー協会 

 

 

 

※条例第 6章の適用対象建築物について、移動等円滑化の措置がとられた便所の付近には、 

JIS Z8210に適合する標識を設ける必要があります。（P.142-144参照） 
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【基本的な考え方】 

・道路や駐車場から建築物の出入口までの通路、同一敷地内の建築物間の通路は、利用者が安全かつ

円滑に通行できるよう、滑りにくい仕上げ、段差の解消、幅の確保、視覚障害者の誘導等のほか、

分かりやすい動線、歩車分離、夜間の照明等についても考慮します。 

・障害者や高齢者等、行動上の制約を受ける利用者が他の利用者と著しく異なる経路を利用すること

とならないよう留意します。 

整備基準  解説 

※ ここでは、全ての敷地内の通路が満たすべき共通基準を定めています。一定の経路を構成する敷地内の

通路については、p.60（「７ 全ての人が利用しやすい経路」）も参照してください。 

  

下
記
以
外
の
建
築
物 

多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものとするこ

と。 

 

 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものとすること。 

(ｱ) 手すりを設けること。 

(ｲ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きい

こと等により段を容易に識別することができるものとする

こと。 

(ｳ) 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造

とすること。 

・p.140（「床（路面）仕上げの考え

方」）参照 

・p.12（「２ 階段」）参照 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 

(ｱ) 勾配が 12分の１を超え、又は高さが 16センチメートルを

超え、かつ、勾配が 20分の１を超える傾斜がある部分には、

手すりを設けること。 

(ｲ) その前後の通路との色の明度の差が大きいこと等により

その存在を容易に識別することができるものとすること。 

・p.16（「３ 傾斜路」）参照 

・敷地内の通路で、勾配が 20分の

1を超えない緩やかな斜面は、傾

斜路とみなさない。 

  

  

条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞  

第十七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなけれ

ばならない。 

・公立小学校等及び条例第 61条で

追加した特定建築物に対しては、

「多数の者が利用する敷地内の

通路」と読み替えて適用されま

す。（バリアフリー法施行令第 24

条、第 25条） 

一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ・p.140（「床（路面）仕上げの考え

方」）参照 

・p.12（「２ 階段」）参照 
二 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

イ 手すりを設けること。 

ロ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度

の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとする

こと。 

ハ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設

けない構造とすること。 

三 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

イ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートル

を超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分に

は、手すりを設けること。 

ロ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きい

こと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。 

・p.16（「３ 傾斜路」）参照 

 

５ 敷地内の通路 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

●点状ブロック等を敷設する。 

 （階段の幅に合わせて敷設する。） 

○点状ブロック等を敷設する 

○点状ブロック等を敷設する 

○車椅子使用者等の通行に

支障のない溝ぶたとする 



１ 建築物 

 30 

整備が望ましい項目  解説 

・道路と敷地の境界において、車椅子使用者が通過する際に支障と

なる段を設けないこと。 

 

・やむを得ず通路を横断する排水溝を設ける場合は、車椅子のキャ

スター及びつえが落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。 

・溝ぶたの目が粗いと、車椅子のキャ

スターやつえが落ち込み、通行に

支障となるだけでなく、転倒の危

険もあります。 

・格子型の場合、ピッチ 15㎜以下×

100 ㎜以下等の細目タイプとしま

す。 

・歩行者と自動車の動線は分離すること。 

・敷地が広い場合等、必要に応じて案内板を設けること。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

■排水溝等に車椅子の前輪が落下しない配慮 

 

 

 

 

 

※ 2cm以下の段は、段がある部分とはみなさない 

（部材の芯々） （部材の芯々） 

主要な経路上にある排水溝等の蓋の隙間は、杖先や車椅子の前輪が落ち
ないように目が細かいもの（ピッチ：1.5cm以下、隙間：１cm以下）と
し、濡れても滑りにくい仕上げとする。 

の例 
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【基本的な考え方】 

・障害者や高齢者等の社会参加を促進する上で、自動車は有効な移動手段であることから、駐車場の

利便性や安全性に十分配慮することが重要です。 

・車椅子使用者用駐車施設については、安全に乗り降りできるスペースを確保するとともに、建築物

の出入口に近い位置に設け、当該駐車施設から出入口まで安全かつ円滑に通行できる経路を整備し

ます。 
 

整備基準  解説 

  

下
記
以
外
の
建
築
物 

(1) 多数の者が利用する駐車場（機械式のもの又は全駐車台数

が 50 台未満のものを除く。）を設ける場合には、車椅子使用

者用駐車施設を、全駐車台数が 100 台未満の場合にあっては

１以上、全駐車台数が 100 台以上の場合にあっては２以上設

けること。 

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものとすること。 

 

 

 

 

 
 

ア 幅は、３．５メートル以上とすること。 ・３．５ｍとは、車椅子使用者等の

円滑な乗降に必要な幅です。 

・車椅子への移乗等の際にはドアを

大きく開ける必要があります。 

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者

用駐車施設の表示をすること。 

・舗装面に国際シンボルマークを塗

装する方法や標識を立てる方法が

あります。 

ウ ７の項の(1)のウに定める経路の長さができるだけ短く

なる位置に設けること。 

・車椅子使用者が利用可能な玄関に

できるだけ近い位置に設ける、と

いうことです。 

  

  

条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞ 

第十八条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢

者、障害者等が利用する駐車場には、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用駐

車施設（車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施

設をいう。以下同じ。）を設けなければならない。ただし、

当該駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車

させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子

使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以

上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利

用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場

合は、この限りでない。 

 
・公立小学校等及び条例第 61条で追

加した特定建築物に対しては、「多

数の者が利用する駐車場」と読み

替えて適用されます。（バリアフリ

ー法施行令第 24条、第 25条） 

・条例により、全駐車台数に応じた

台数分の車椅子使用者用駐車施設

の設置を求めています。 

・「国土交通大臣が定める場合」とは、

令和６年国土交通省告示第 1072号

に規定する場合をいいます。 

一 当該駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を二以上

設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総

数。以下この号及び次号において同じ。）が二百以下の場

合 当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数（その数

に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

（算定例） 

・全駐車台数が 120台の場合 

 120×1/50＝2.4→３台分以上 

 

二 当該駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合 

当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数（その数に一

未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に二

を加えた数 

（算定例） 

・全駐車台数が 350台の場合 

 350×1/100＋２＝5.5→６台分以

上 

 

６ 駐車場 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

 

●点状ブロック等 
（段の幅に合わせて敷設する） 

●手すりを設ける 

●手すりを設ける 

●手すりを設ける 

●車椅子使用者駐車施設であることを表示 
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条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

２ 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければな

らない。 

 

一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 ・350㎝とは、車椅子使用者等の円滑

な乗降に必要な幅です。 

・車椅子への移乗等の際にはドアを

大きく開ける必要があります。 

二 次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短く

なる位置に設けること。 

・車椅子使用者が利用可能な玄関に

できるだけ近い位置に設ける、と

いうことです。 

第二十条 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他

の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定

めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇

降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けな

ければならない。 

・「国土交通省令で定めるところ」と

は、次のとおりです。（国土交通省

令第 113号） 

①高齢者、障害者等の見やすい位

置に設けなければならない。 

②当該標識に表示すべき内容が容

易に識別できるもの(JIS Z8210

に定められているときは、これ

に適合するもの)でなければな

らない。 

 

 

整備が望ましい項目  解説 

・敷地の出入口付近に、道路から見やすい方法により車椅子使用者

用駐車施設のある旨を表示すること。 

・必要に応じて、車椅子使用者用駐車施設の場所を示す案内板を設

けること。 

 

・車椅子使用者用駐車施設及び建築物の出入口に至る通路には、屋

根又は庇を設けること。 

・雨天や降雪時の車椅子使用者や杖

使用者等の乗降を考慮し、設置が

望まれます。 

 



１ 建築物 

 35 

整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

■立札等による表示例 

  

 

 

 

※ 上記の車椅子のマークは、「国際シンボルマーク」と言う、車椅子使用者を含めた障害のある方が利用できることを意味するマーク

です。上記の例では、「障害者用の」と記載することで、国際シンボルマークが車椅子使用者専用と誤解されることを防いでいます。 

 

 

 

 

※条例第 6章の適用対象建築物について、移動等円滑化の措置がとられた駐車施設の付近には、 

JIS Z8210に適合する標識を設ける必要があります。（P.142-144参照） 
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【基本的な考え方】 

・障害者や高齢者、妊産婦、けが人等、行動上の様々な制約を受ける人も、自らが欲しない介助は必

要とすることなく施設を利用できるよう、道路から目的の場所までの経路及び目的の場所から便所

や駐車場までの経路という主要な動線全体に渡って、一貫してバリアフリーであるようにします。 

・経路のバリアフリー化に当たっては、施設の利用上最も一般的な経路を対象にするようにします。 

（１）－１ 経路 

整備基準  解説 

  

下
記
以
外
の
建
築
物 

(1) 次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる経路のうち１以上を、

障害者や高齢者をはじめ全ての人が利用しやすい経路とすること。 

ア 建築物に、多数の者が利用する居室（共同住宅、寄宿舎又は下

宿にあっては住戸、ホテル又は旅館にあっては客室を含む。以下

「利用居室等」という。）を設ける場合 道又は公園、広場その

他の空地（以下「道等」という。）から当該利用居室等までの経

路 

イ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合 利

用居室等（当該建築物に利用居室等が設けられていないときは、

道等。ウにおいて同じ。）から当該車椅子使用者用便房までの経

路 

ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合

 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等までの経路 

   

  

  

条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞ 

第十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める経路のうち

一以上（第四号に掲げる場合にあっては、その全て）を、高齢者、

障害者等が円滑に利用できる経路（以下この条及び第二十六条第一

項において「移動等円滑化経路」という。）にしなければならない。 

・公立小学校等及び条例第 61
条で追加した特定建築物に
ついては、それぞれ、多数
の者が利用する居室までの
経路と読み替えられます。
（バリアフリー法施行令第
24条、第 25条） 

一 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する居室（以下「利用居室」という。）を設ける

場合 道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）

から当該利用居室までの経路（当該利用居室が第十五条の劇場等

の客席である場合にあっては当該客席の出入口と車椅子使用者

用部分との間の経路（以下この項及び第二十三条において「車椅

子使用者用経路」という。）を含み、地上階又はその直上階若し

くは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては当該地上階

とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除

く。） 

二 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房（車椅子使用者用客

室に設けられるものを除く。以下同じ。）を設ける場合 利用居

室（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。次

号において同じ。）から当該車椅子使用者用便房までの経路（当

該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車

椅子使用者用経路を含む。） 

 

（利用居室の判断例） 
・ホテル又は旅館の車椅子使
用者用客室や病院の病室は
「利用居室」に該当し、ホ
テル又は旅館の一般客室は
「利用居室」に該当しませ
ん。 

・学校については、職員室、
普通教室や特別教室等が
「利用居室」に該当し、特
別教室の準備室や用務員室
等は「利用居室」に該当し
ません。 

 
・客席の出入口から車椅子使
用者用部分までの経路は、
移動等円滑化経路の基準に
適合させる必要がありま
す。 

       

７ 全ての人が利用しやすい経路 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

 
 

■全ての人が利用しやすい経路・移動等円滑化経路（特定利用居室までの経路を含む）のイメージ 

車椅子使用者用

便房 

車椅子使用者用

駐車施設 
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条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

三 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 

当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路（当該利用

居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使

用者用経路を含む。） 

四 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該

公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共用

歩廊又はその敷地にある部分に限る。) 

・共同住宅又は寄宿舎の各住

戸、ホテル又は旅館の各客

室に至る経路については、

条例 70 条により建築物移

動等円滑化基準と同等の

整備を求めています。P.66

（「７（９）共同住宅等に

係る基準の特例」）参照 

＜条例＞ 

第 68条 

２ 建築物（第61条各号に掲げる特定建築物を除く。）に不特定かつ

多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室

（地上階（直接地上へ通じる出入口のある階をいう。以下同じ。）

又はその直上階若しくは直下階のみに当該居室を設けるときの当該

居室に限る。以下「特定利用居室」という。）を設ける場合には、

道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）から当該

特定利用居室までの経路（当該地上階とその直上階又は直下階との

間の上下の移動に係る部分に限る。）のうち１以上は、令第19条第

２項各号及び前項各号に掲げるものでなければならない。 

・条例第 68条第 2項により、

バリアフリー法施行令で

は除外されている居室も、

「特定利用居室」として基

準の適用対象となります。 

 ただし、条例第 61 条で追

加した特定建築物につい

ては、施行令のとおりとし

ています。 

・公立小学校等及び条例第 61

条で追加した特定建築物

については、それぞれ、多

数の者が利用する居室ま

での経路と読み替えられ

ます。（条例第 72条） 

 

３ 前項に規定する経路又はその一部が、移動等円滑化経路を構成す

る経路又はその一部となる場合における当該同項に規定する経路又

はその一部については、同項の規定は、適用しない。 

・条例で定める経路が、バリ

アフリー法施行令で定め

る経路と重複する場合に、

重複部分に同一の基準が

二重にかかることを避け

るための形式的な規定で

す。 

（１）－２ 経路の基本構造 

整備基準  解説 

  

下
記
以
外
の
建
築
物 

(3) 当該経路を構成する廊下等は、１の項の規定によるほか、次に掲

げるものとすること。 

エ 高低差がある場合には、傾斜路又はエレベーターその他の昇降 

機を設けること。 

(7) 当該経路を構成する敷地内の通路は、５の項（ウの(ｱ)を除く。）

の規定によるほか、次に掲げるものとすること。 

エ 高低差がある場合には、次に定める構造の傾斜路又はエレベー

ターその他の昇降機を設けること。 

・これらの規定は、各階ごと

及び屋外の段差解消を求

めており、階間の移動手段

として昇降機（エレベータ

ー）の設置を義務付けるも

のではありません。 

 

  

  

条
例
第
６
章
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞ 

第十九条 

２ 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 

 

一 当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、

傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この

限りでない。 

・この規定から、階間の移動

手段としては、基本的にエ

レベーターが想定される

ことになります。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

 
 

 
※ 垂直方向の矢印は、エレベーター等設置義務を示します。 

 

凡例 
  ○ ：居室あり 
  × ：居室なし 

※ここでいう居室は、不特定かつ多
数の者が利用し、又は主として高
齢者、障害者等が利用する居室の
こと 

    ：令第 18 条第１項の経路 
    ：条例第 68条第２項の経路 
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 ７ 全ての人が利用しやすい経路 

（２）出入口 

整備基準  解説 

  

下
記
以
外
の
建
築
物 

(2) 当該経路を構成する出入口は、次に掲げるものとすること。  

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。 

 

・80 ㎝とは、車椅子使用者が通過で

きる幅です。 

・車椅子の幅が一般に 65㎝程度であ

り、これに手やひじが出ることを

考慮すると、80㎝必要です。 

イ 戸を設ける場合には、回転形式とせず、自動的に開閉す

る構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過するこ

とができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

・戸の開閉形式は、自動式引き戸、

上吊り式の引き戸、操作が軽く緩

やかに閉鎖するドアクローザーを

設けた開き戸等とします。 

・取っ手は、棒状やレバーハンドル

等、操作しやすいものとします。 

・段差のある敷居や溝は設けないよ

うにします。 

・車椅子使用者等が安全に戸の開閉

動作ができるよう、戸の前後それ

ぞれに 150 ㎝角以上の水平部分を

確保することを標準とします。 

ウ 直接地上に通じる出入口のうち１以上は、建築物の主要

な出入口とすること。 

・車椅子使用者が利用可能な玄関は、

他の利用者も一般的に利用する玄

関とするようにします。 

  

  

条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞ 

第十九条 

２ 

二 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げる

ものであること。 

 

イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

 

 

・80 ㎝とは、車椅子使用者が通過で

きる幅です。 

・車椅子の幅が一般に 65㎝程度であ

り、これに手やひじが出ることを

考慮すると、80㎝必要です。 

・条例により、建築物の出入口で一

定の要件に該当するものは、90 ㎝

以上とすることを求めています。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

・戸の開閉形式は、自動式引き戸、

上吊り式の引き戸、操作が軽く緩

やかに閉鎖するドアクローザーを

設けた開き戸等とします。 

・取っ手は、棒状やレバーハンドル

等、操作しやすいものとします。 

・段差のある敷居や溝は設けないよ

うにします。 

・車椅子使用者等が安全に戸の開閉

動作ができるよう、戸の前後それ

ぞれに 150 ㎝角以上の水平部分を

確保することを標準とします。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

 

水平部分 

水平部分 

○150cm以上 

○150cm以上 

水平部分 建具幅 

○150cm以上 

○150cm以上 

車椅子が通過

できる最低幅 

車椅子が通過

しやすい幅 

 

歩行者が横向きになれば

車椅子とすれ違え、二本

丈使用者が通過できる幅 
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条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜条例＞ 

第 68 条 移動等円滑化経路（令第 19 条第１項に規定する移動

等円滑化経路をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものでな

ければならない。 

 

（１） 当該移動等円滑化経路を構成する出入口で直接地上へ

通じるもののうち１以上は、建築物の主要な出入口とし、

その幅は、90センチメートル以上とすること。 

・車椅子使用者が利用可能な玄関は、

他の利用者も一般的に利用する玄

関とするようにします。 

・90 ㎝とは、車椅子使用者が通過し

やすい幅です。 

（２） 当該移動等円滑化経路を構成する出入口に戸を設ける

場合には、回転形式としないこと。 

 

 

 

整備が望ましい項目  解説 

・戸の全面が透明の場合には、目の高さの位置に横桟を入れるかシ

ールを貼付する等により識別できるようにすること。 

・高齢者や弱視者等が透明ガラスに

気づかずに衝突するのを防止する

ためのものです。 

・建築物の出入口の付近その他適切な場所に、案内板を設けること。 ・聴覚障害者等が視覚により施設全

体の利用に関する情報を得られる

ようにします。 

 



１ 建築物 

 43 

整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

○ 

車椅子使用者が

計斜面上で戸の

開閉操作を行う

事は困難 

車椅子使用者が取手

に近づきにくく、開け

にくい 
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 ７ 全ての人が利用しやすい経路 

（３）廊下等 

整備基準  解説 

  

下
記
以
外
の
建
築
物 

(3) 当該経路を構成する廊下等は、１の項の規定によるほか、

次に掲げるものとすること。 

・p.10（「１ 廊下等」）参照 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 ・120㎝とは、車椅子で通行しやすい

幅、歩行者が横向きになれば車椅

子とすれ違える幅、二本杖使用者

が通行しやすい幅です。 

・幅は、柱型や手すり等の突出物が

ある場合には、その出幅を除いた

ものとします。 

イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を

設けること。 

・140 ㎝角以上のスペースや幅 120

㎝以上の廊下が交差する部分等が

該当します。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車

椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造と

し、かつ、その前後に高低差がないこと。 

エ 高低差がある場合には、傾斜路又はエレベーターその他

の昇降機を設けること。 

・p.40（「７(2)出入口」）参照 

  

  

条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞ 

第十九条 

２ 

 

三 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第十一条の

規定によるほか、次に掲げるものであること。 

・p.10（「１ 廊下等」）参照 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 ・条例により 130 ㎝以上とすること

を求めています。 

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場

所を設けること。 

・140 ㎝角以上のスペースや幅 120

㎝以上の廊下が交差する部分等が

該当します。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

 

・p.40（「７(2)出入口」）参照 

＜条例＞ 

第 68条 

 

（３）当該移動等円滑化経路（当該移動等円滑化経路を構成す

る経路に車椅子使用者用経路（令第 19 条第１項第１号に

規定する車椅子使用者用経路をいう。以下同じ。）が含ま

れる場合にあっては、当該車椅子使用者用経路に係る部分

を除く。次号において同じ。）を構成する廊下等の幅は、

130センチメートル以上とすること。 

・130㎝とは、国際シンボルマーク（障

害者が利用できる建築物、施設で

あることを明確に示す世界共通の

マーク）の使用ガイドラインに定

められた通路・廊下の幅です。 

・幅は、柱型や手すり等の突出物が

ある場合には、その出幅を除いた

ものとします。 

・劇場等の客席内の車椅子使用者用

経路幅は、政令第 19条第２項第３

号の廊下等の基準が適用され、120

㎝以上となります。（P.76「客席」）

参照 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 
 
・幅のとり方は、仕上げ面内々の有効寸法とします。柱型、手すり、その他設置物が廊下に突出している場合は、突出物
の出幅を除いたものとします。（W：仕上げ面内々の有効寸法） 

 

●区間 50m以内ごとに車椅子の転回スペース

を設ける 

●車椅子の転回に支障の

ない空間 140cm角以上 

車椅子使用者と横向き 

の歩行者がすれ違える 

寸法 

車椅子が転回(180°)可能 

な寸法 

歩行者と車椅子使用者がす

れ違える寸法 

車椅子使用者が転回(360°)

できる寸歩 

車椅子使用者同士がすれ違

える寸法 

車椅子使用者と杖使用者が

すれ違える寸歩 

■車椅子の転回に支障が無い場所の例 

戸の部分をアルコーブ状にして 

車椅子転回部分を兼ねる例 
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 ７ 全ての人が利用しやすい経路 

（４）傾斜路 

整備基準  解説 

  

下
記
以
外
の
建
築
物 

(4) 当該経路を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併

設するものに限る。）は、３の項（アを除く。）の規定による

ほか、次に掲げるものとすること。 

ア 手すりを設けること。 

・p.16（「３ 傾斜路」）参照 

イ 幅は、階段に代わるものにあっては 120 センチメートル

以上、階段に併設するものにあっては 90センチメートル以

上とすること。 

・120㎝とは、車椅子で通行しやすい

幅、歩行者が横向きになれば車椅

子とすれ違える幅、二本杖使用者

が通行しやすい幅です。 

ウ 勾配は、12 分の１を超えないこと。ただし、高さが 16

センチメートル以下のものにあっては、８分の１を超えな

いこと。 

エ 高さが 75センチメートルを超えるものにあっては、高さ

75センチメートル以内ごとに踏幅が 150センチメートル以

上の踊場を設けること。 

 

オ 始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができ

る平たんな部分を設けること。 

・傾斜路の延長方向に長さ 150 ㎝以

上の水平部分を設けることを標準

とします。 

  

  

条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞ 

第十九条 

２ 

 

四 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階段に代わり、

又はこれに併設するものに限る。）は、第十三条の規定によ

るほか、次に掲げるものであること。 

・p.16（「３ 傾斜路」）参照 

イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメー

トル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメ

ートル以上とすること。 

・条例により、階段に代わるものに

あっては 130 ㎝以上とすることを

求めています。 

ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが

十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を

超えないこと。 

ハ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあって

は、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十

センチメートル以上の踊場を設けること。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

●車椅子が安全に 

停止できる平坦部分 

●車椅子が安全に停止できる平坦部分 

●車椅子が安全に 

停止できる平坦部分 

●車椅子が安全に 

停止できる平坦部分 
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条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜条例＞ 

第 68条 

（４） 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階段に代わ

り、又はこれに併設するものに限る。）は、次に掲げるも

のとすること。                                

 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては、130 センチメー

トル以上とすること。 

・130㎝とは、国際シンボルマーク（障

害者が利用できる建築物、施設で

あることを明確に示す世界共通の

マーク）の使用ガイドラインに定

められた通路・廊下の幅です。 

イ 手すりを設けること。  

ウ 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。 ・杖先の脱落や車椅子の脱輪を防止

するためのものです。 

・立ち上がり部の高さは５㎝以上と

します。 

エ 始点及び終点に、車椅子が安全に停止することができ

る平たんな部分を設けること。 

・傾斜路の延長方向に長さ 150 ㎝以

上の水平部分を設けることを標準

とします。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 
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 ７ 全ての人が利用しやすい経路 

（５）昇降機（エレベーター）  

整備基準  解説 

  

下
記
以
外
の
建
築
物 

(5) 当該経路を構成するエレベーター((6)に規定するエレベ

ーターその他の昇降機を除く。）及びその乗降ロビーは、次

に掲げるものとすること。 

ア かごは、利用居室等、車椅子使用者用便房又は車椅子使

用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

イ かご及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上

とすること。 

ウ かごの奥行きは、135センチメートル以上とすること。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行

きは、150センチメートル以上とすること。 

・昇降機を設ける場合は、ここでの

基準が適用されます。 

オ かご内の車椅子使用者が利用しやすい位置に、戸が開い

ている時間を延長することができる機能、かごの位置を表

示する機能及びかごの外部にいる者と通話することができ

る機能（ボタンにより呼び出すことができるものに限る。）

を有する制御装置を設けること。 

・戸の開放時間延長機能とは、当該

制御装置の行き先ボタンを押すこ

とにより、戸の開放時間が通常よ

り長くなるものを言います。 

カ 乗降ロビーの車椅子使用者が利用しやすい位置に、戸が

開いている時間を延長することができる機能を有する制御

装置を設けること。 

・戸の開放時間延長機能とは、当該

制御装置のボタンを押すことによ

り、戸の開放時間が通常より長く

なるものを言います。 

キ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置

を表示する装置を設けること。 
ク 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置

を設けること。 
ケ かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出

入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 
コ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅子使用者

が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける

場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）

は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作するこ

とができる構造とすること。 
サ かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音

声により知らせる装置を設けること。 

 

シ かご内に、車椅子使用者が戸の開閉状態を確認すること

ができる鏡を設けること。 

・車椅子使用者が後ろ向きのまま降

りなければならない状況のとき

に、背後の状況を把握できるよう

にするためのものです。 

・展望エレベーター等、鏡を出入口

正面の壁に設けにくい場合には、

天井付近に凸面鏡を設ける方法も

あります。 

ス かご及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖

を自動的に制止することができる装置を設けること。 
セ かご内の左右両側に、手すりを設けること。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

 

30㎝程度 

操作盤は車椅子使 
用者が利用しやす 
い位置に設ける 

車椅子使用者 
対応操作盤 

４
０
cm
程
度
 

車椅子使用者が 
操作しやすい位置に 
操作盤を設ける 

不特定かつ多数の者が利用し、又
は主として高齢者、障害者等が利
用する床面積の合計が 2,000 ㎡以
上の建築物の移動等円滑化経路を
構成するエレベーター 
 かごの幅：140cm以上 
 か  ご：車椅子使用者の回転

に支障のない構造 
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条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞ 

第十九条 

２ 

五 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次号に規定

するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロ

ビーは、次に掲げるものであること。 

イ 籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同

じ。)は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者

用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

ロ 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上と

すること。 

ハ 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 

ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行き

は、百五十センチメートル以上とすること。 

 

ホ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位

置に制御装置を設けること。 

ヘ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示す

る装置を設けること。 

ト 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設

けること。 

・条例により、仕様を追加してい

ます。 

チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が二

千平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路

を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及び

ヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。 

(１) 籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。 

(２) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 

・条例により、主として高齢者、

障害者等が利用する建築物に

おいても、同様とすることを求

めています。 

リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が

利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチ

までに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただ

し、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣

が定める場合は、この限りでない。 

・条例により、全ての場合につい

て、同様とすることを求めてい

ます。 

 

・「視覚障害者の利用上支障がな

いものとして国土交通大臣が

定める場合」とは次のものを言

います。（平成 18年国土交通省

告示第 1494号） 

①エレベーター及び乗降ロビ

ーが主として自動車の駐車

の用に供する施設に設ける

ものである場合とする。 

(１) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口

の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 

 

(２) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者

が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設け

る場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限

る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視

覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 

(３) 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声

により知らせる装置を設けること。 

 

 

 

・「国土交通大臣が定める方法」

とは次のものを言います。 

（平成 18 年国土交通省告示

第 1493号） 

①文字等の浮き彫り 

②音による案内 

③点字及び前二号に類する

もの                                                                                                                                  
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

 

 

 

■乗降ロビーの整備例 

●操作盤には点字表示を行う 

●車椅子使用者が操作しやす
い位置に操作盤を設ける 

●点状ブロック等 

●80cm 以上 
30 ㎝程度

■かご内の車椅子使用者対応操作盤の例 

◇車椅子使用対応主操作盤 

◇車椅子使用対応副操作盤 
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条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞ 

第二十条 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他

の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定

めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇

降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けな

ければならない。 

 
 
 
・「国土交通省令で定めるところ」と

は、次のものを言います。（国土交

通省令第 113号） 

①高齢者、障害者等の見やすい位

置に設けなければならない 

②標識に表示すべき内容が容易に

識別できるもの(JIS Z8210 に定

められているときは、これに適

合するもの)でなければならな

い 

＜条例＞ 

第68条 

(5) 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター（令第19

条第２項第６号に規定するエレベーターその他の昇降機を

除く。以下この号において同じ。）及びその乗降ロビーは、

次に掲げるものとすること。 

ア 籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号におい

て同じ。）内の左右両側に、手すりを設けること。 

イ 籠及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖

を自動的に制止することができる装置を設けること。 

 

ウ 籠内に、車椅子使用者が戸の開閉状態を確認すること

ができる鏡を設けること。 

・車椅子使用者が後ろ向きのまま降

りなければならない状況のとき

に、背後の状況を把握できるよう

にするためのものです。 

・展望エレベーター等、鏡を出入口

正面の壁に設けにくい場合には、

天井付近に凸面鏡を設ける方法も

あります。 

エ 籠内の車椅子使用者が利用しやすい位置に、戸が開い

ている時間を延長することができる機能、籠の位置を表

示する機能及び籠の外部にいる者と通話することができ

る機能（ボタンにより呼び出すことができるものに限

る。）を有する装置を設けること。 

・戸の開放時間延長機能とは、当該

制御装置の行き先ボタンを押すこ

とにより、戸の開放時間が通常よ

り長くなるものを言います。 

オ 乗降ロビーの車椅子使用者が利用しやすい位置に、戸

が開いている時間を延長することができる機能を有する

制御装置を設けること。 

・戸の開放時間延長機能とは、当該

制御装置のボタンを押すことによ

り、戸の開放時間が通常より長く

なるものを言います。 

カ 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口

の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 

キ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声

により知らせる装置を設けること。 

ク 籠内及び乗降ロビーに設けるエの装置及び制御装置

（車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に

これらの装置を設ける場合にあっては、当該その他の位

置に設けるものに限る。）は、点字により表示する等視

覚障害者が円滑に操作することができる構造とするこ

と。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

 

●車椅子使用者 

対応操作盤 
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条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

ケ 乗降ロビーには、点字により表示する制御装置の前に、

点状ブロック等を敷設すること。 

コ 主として高齢者、障害者等が利用する建築物（床面積

の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。）の移動

等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、次に

掲げるものとすること。 

(ア) 籠の幅は、140センチメートル以上とすること。 

(イ) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

整備が望ましい項目  解説 

・籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがは

め込まれていることにより、籠外から籠内が視覚的に確認できる

構造とすること。 

・乗降時の衝突防止や防犯を目的とす

るものです。 

・管理者等がインターホンに応答したときにそのことを表示する設

備、火災時等の管制運転作動や定員超過等の際にそれらの情報を

表示する設備を設けること。 

・聴覚障害者への対応として、文字等

により情報提供ができる設備を設

けることが望まれます。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 
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 ７ 全ての人が利用しやすい経路 

（６）特殊な構造又は使用形態の昇降機 

整備基準  解説 

  

下
記
以
外
の
建
築
物 

(6) 当該経路を構成する特殊な構造又は使用形態の

エレベーターその他の昇降機は、令第18条第２項第

６号に掲げるものとすること。 

・下記参照 

  

  

条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞ 

第十九条 

２ 

 

六 当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣

が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーター

その他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に利用する

ことができるものとして国土交通大臣が定める構

造とすること。 

・「国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用

形態のエレベーターその他の昇降機」とは次

のものを言います。（平成 18年国土交通省告

示第 1492号第一） 

一 昇降行程が４ｍ以下のエレベーター又は階

段及び傾斜路に沿って昇降するエレベータ

ーで、籠の定格速度が 15ｍ毎分以下で、か

つ、その床面積が 2.25 ㎡以下のもの。 

二 車椅子に座ったまま車椅子使用者を昇降さ

せる場合に二枚以上の踏段を同一の面に保

ちながら昇降を行うエスカレーターで、当該

運転時において、踏段の定格速度を 30ｍ毎

分以下とし、かつ、二枚以上の踏段を同一の

面とした部分の先端に車止めを設けたもの 

 

・「国土交通大臣が定める構造」とは次のもの

を言います。（平成 18 年国土交通省告示第

1492号第二） 

一 第一第一号に掲げるエレベーターにあって

は、次に掲げるものであること。 

イ 平成 12 年建設省告示第 1413 号第一第

九号に規定するものとすること。 

ロ 籠の幅は 70cm 以上とし、かつ、奥行き

は 120cm 以上とすること。 

ハ 車椅子使用者が籠内で方向を変更する

必要がある場合にあっては、籠の幅及び

奥行きが十分に確保されていること。 

二 第一第二号に掲げるエスカレーターにあっ

ては、平成 12 年建設省告示第 1417 号第一

ただし書に規定するものであること 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

 

■車椅子使用者対応エスカレーターの例 

 

踏板３枚が水平になったまま、車椅子を 

運べる車椅子乗用ステップ付エスカレー 

ターとする。 

ただし、利用に際しては、一旦エスカレ 

ーターを停める必要があるため、介助者 

等の人的なサービスが必要となる。 

その他、車椅子で利用できることを表示 

するサインや、係員呼出ボタンの設置に 

配慮する。 
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 ７ 全ての人が利用しやすい経路 

（７）敷地内の通路 

整備基準  解説 

  

下
記
以
外
の
建
築
物 

(7) 当該経路を構成する敷地内の通路は、５の項（ウの（ア）

を除く。）の規定によるほか、次に掲げるものとすること。 

・p.28（「５ 敷地内の通路」）参照 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 ・120㎝とは、車椅子で通行しやすい

幅、歩行者が横向きになれば車椅

子とすれ違える幅、二本杖使用者

が通行しやすい幅です。 

イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所

を設けること。 

・140 ㎝角以上のスペースや幅 120

㎝以上の通路が交差する部分等が

該当します。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車

椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造と

し、かつ、その前後に高低差がないこと。 

エ 高低差がある場合には、次に定める構造の傾斜路又はエ

レベーターその他の昇降機を設けること。 

（ア） 手すりを設けること。 

・p.40（「７(2)出入口」）参照 

 

 

 

・敷地内の通路で、勾配が 20 分の 1

を超えない緩やかな斜面は、傾斜

路とみなさない。 

（イ） 幅は、段に代わるものにあっては120センチメート

ル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル

以上とすること。 

・120㎝とは、車椅子で通行しやすい

幅、歩行者が横向きになれば車椅

子とすれ違える幅、二本杖使用者

が通行しやすい幅です。 

（ウ） 勾配は、12分の１を超えないこと。ただし、高さ

が16センチメートル以下のものにあっては、８分の１を

超えないこと。 

（エ） 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、

高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメー

トル以上の踊場を設けること。 

 

（オ） 始点及び終点には、車椅子が安全に停止すること

ができる平たんな部分を設けること。 

・傾斜路の延長方向に長さ 150 ㎝以

上の水平部分を設けることを標準

とします。 

  
  

条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞ 

第十九条 

２ 

 

七 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、第

十七条の規定によるほか、次に掲げるものであること。 

・p.28（「５ 敷地内の通路」）参照 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 ・条例により、130㎝以上とすること

を求めています。 

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場

所を設けること。 

・140 ㎝角以上のスペースや幅 120

㎝以上の通路が交差する部分等が

該当します。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

・p.40（「７(2)出入口」）参照 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 
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条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。  

(１) 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメ

ートル以上、段に併設するものにあっては九十センチ

メートル以上とすること。 

・条例第 68 条(6)アにより、段に代

わるものにあっては、130㎝以上と

することを求めています。 

(２) 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高

さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分

の一を超えないこと。 

(３) 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配

が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ

七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチ

メートル以上の踊場を設けること。 

・条例第 68 条(6)イにより、1/15 を

超えないことを求めています。 

＜条例＞ 

第 68条 

(７) 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次

に掲げるものとすること。 

 

ア 幅は、130センチメートル以上とすること。 ・130㎝とは、国際シンボルマーク（障

害者が利用できる建築物、施設で

あることを明確に示す世界共通の

マーク）の使用ガイドラインに定

められた通路・廊下の幅です。 

イ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 ・敷地内の通路で、勾配が 20 分の 1

を超えない緩やかな斜面は、傾斜

路とみなさない。 

（ア） 幅は、段に代わるものにあっては、130センチ

メートル以上とすること。 

・130㎝とは、国際シンボルマーク（障

害者が利用できる建築物、施設で

あることを明確に示す世界共通の

マーク）の使用ガイドラインに定

められた通路・廊下の幅です。 

（イ） 勾配は、15分の１を超えないこと。ただし、高

さが16センチメートル以下のものにあっては、８分

の１を超えないこと。 

（ウ） 高さが75センチメートルを超えるものにあって

は、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊場を設けること。 

（エ） 手すりを設けること。 

・雨天や降雪時を考慮し、屋内の傾

斜路より緩やかな勾配とすること

を求めるものです。 

 

 

（オ） 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。 ・杖先の脱落や車椅子の脱輪を防止

するためのものです。 

・立ち上がり部の高さは５㎝以上と

します。 

（カ） 始点及び終点に、車椅子が安全に停止すること

ができる平たんな部分を設けること。 

・傾斜路の延長方向に長さ 150 ㎝以

上の水平部分を設けることを標準

とします。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

 

150cm以上を標準とする 

150cm以上を標準とする 

●車椅子が安全に 

 停止できる平坦部分 

●車椅子が安全に 

 停止できる平坦部分 
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 ７ 全ての人が利用しやすい経路 

（８）特殊な地形の場合の読み替え 

整備基準  解説 

  

下
記
以
外
の
建
築
物 

(8) (1)のアに定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特

殊性により(7)の規定によることが困難である場合における

(1)から(7)までの規定の適用については、(1)のア中「道又は

公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）」とあり、

(1)のイ中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とす

る。 

 

  

  

条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜バリアフリー法施行令＞ 

第十九条 

３ 第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形

の特殊性により前項第七号の規定によることが困難である場

合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中

「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」

とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。 

 

＜条例＞ 

第 68条 

４ 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性

により第１項第７号に規定する基準によることが困難である

場合における同項の規定の適用については、同号中「を構成

する」とあるのは、「（令第 19条第１項第１号中「道又は公園、

広場その他の空地（以下「道等」という。）」とあり、同項第

２号中「道等」とあるのを「当該建築物の車寄せ」と読み替

えて同項の規定が適用されたならば移動等円滑化経路を構成

しないこととなる部分を除く。）を構成する」とする。 
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整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 
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 ７ 全ての人が利用しやすい経路 

（９）共同住宅等に係る基準の特例 

整備基準  解説 

  

条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

＜条例＞  

第70条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる経路の

うち１以上を、多数の者が円滑に利用することができる経路

（以下この条において「特定経路」という。）にしなければな

らない。 

(１) 共同住宅、寄宿舎若しくは下宿又はホテル若しくは旅

館（以下「共同住宅等」という。）に住戸又は客室（地上

階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸又は客室が

ある共同住宅等にあっては、地上階にあるものに限る。

以下「住戸等」という。）を設ける場合 道等から当該住

戸等までの経路 

(２) 共同住宅等の建築物又はその敷地に車椅子使用者用便

房を設ける場合 住戸等（当該建築物に住戸等が設けら

れていない場合にあっては、道等。次号において同じ。）

から当該車椅子使用者用便房までの経路 

(３) 共同住宅等の建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐

車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から

住戸等までの経路 

・共同住宅又は寄宿舎の各住戸、ホ

テル又は旅館の各客室に至る経路

についても、建築物移動等円滑化

基準と同等の整備を求めるもので

す。 

２ 特定経路は、次に掲げるものでなければならない。 

(１) 当該特定経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、

傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合

は、この限りでない。 

 

(２) 当該特定経路を構成する出入口は、次に掲げるものと

すること。 

ア 幅は、80センチメートル（共同住宅等の主要な出入口

にあっては、90センチメートル）以上とすること。 

・p.40（「７(2)出入口」）参照 

イ 戸を設ける場合には、回転形式とせず、自動的に開閉

する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過す

ることができる構造とし、かつ、その前後に高低差がな

いこと。 

・開放廊下に面した出入り口にあっ

ては、２ｃｍ以下の段差を認める

ものとします。 

（３） 当該特定経路を構成する廊下等は、令第11条各号（共

同住宅、寄宿舎又は下宿にあっては、第１号に限る。）

及び令第19条第２項第３号に掲げるものとすること。 

・p.10（「１ 廊下等」）、p.44（「７(3)

廊下等」）参照 

(４) 当該特定経路を構成する傾斜路は、次に掲げるものと

すること。 

ア 令第13条各号（共同住宅、寄宿舎又は下宿にあっては、

第４号を除く。）及び令第19条第２項第４号に掲げるも

のとすること。 

イ 手すりを設けること。 

ウ 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。 

エ 始点及び終点に、車椅子が安全に停止することができ

る平たんな部分を設けること。 

・p.16（「３ 傾斜路」）、p.46（「７(4)

傾斜路」）参照 

 



１ 建築物 

 67 

整備例 

●：整備基準（   は条例第６章の適用対象建築物にのみ適用される整備基準） 

○：整備が望ましい項目 

 

 

 ■道等から住戸等までの経路の考え方 

 
 

 
 凡例 

◎ ：住戸等あり 

× ：住戸等なし 

   ※住戸等とは、共同住宅若しくは寄宿舎の住戸、 

   又はホテル若しくは旅館の客室のこと 

  ：条例第 70条第１項の経路 

※垂直方向の矢印はエレベーター等設置義務を示します。 
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条
例
第
６
章
の
適
用
対
象
建
築
物 

(５) 当該特定経路を構成するエレベーター（次号に規定す

るエレベーターその他の昇降機を除く。）及びその乗降ロ

ビーは、次に掲げるものとすること。 

ア 令第19条第２項第５号（チを除く。）に掲げるものとす

ること。この場合において、同号イの基準の適用につい

ては、「利用居室」とあるのは、「利用居室、住戸若しく

は客室」とする。 

イ 第68条第１項第５号（コを除く。）に掲げるものとする

こと。 

・p.50（「７(5)昇降機」）参照 

(６) 当該特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエ

レベーターその他の昇降機は、令第19条第２項第６号に

掲げるものとすること。 

・p.58（「７(6)特殊な構造又は使用

形態の昇降機」）参照 

(７) 当該特定経路を構成する敷地内の通路は、令第16条に

掲げるものとするほか、次に掲げるものとすること。 

ア 令第19条第２項第７号ロ及びハに掲げるものとするこ

と。 

イ 第68条第１項第７号ア及びイの（ウ）から（カ）まで

に掲げるものとすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 

（ア） 幅は、段に代わるものにあっては130センチメー

トル以上、段に併設するものにあっては90センチメー

トル以上とすること。 

（イ） 勾配は、12分の１を超えないこと。ただし、高

さが16センチメートル以下のものにあっては、８分の

１を超えないこと。 

・p.60（「７(7)敷地内の通路」）参照 

３ 特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前

項第７号の規定によることが困難である場合における前２項

の規定の適用については、第１項中「道等」とあるのは、「当

該共同住宅等の車寄せ」とする。 

 

４ 特定経路又はその一部が、移動等円滑化経路を構成する経

路若しくはその一部又は第68条第２項の規定により令第19条

第２項及びこの条例第68条第１項の規定によらなければなら

ないこととされる経路若しくはその一部となる場合における

当該特定経路又はその一部については、前３項の規定は、適

用しない。 

・特定経路が、バリアフリー法施行

令で定める経路や条例第 68条第２

項で定める経路と重複する場合

に、重複部分に同一の基準が二重

にかかることを避けるための形式

的な規定です。 
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